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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上側領域を有する外被と、前記外被の前記上側領域に隣接して配置されたポケットと、
前記ポケットの中に配置されたカラーと、袖と、前記袖に着用者の肘の内角において形成
されるガセットと、を備えるジャケットであって、
　前記カラーは、前記カラーが前記ポケットの中にある収納位置と、前記カラーが部分的
に前記ポケットから取り出されている使用位置と、の間で移動可能であり、
　前記カラーは、前記使用位置において前記外被の前記上側領域の上に延在し、
　前記着用者の腕がまっすぐに伸ばされることに対応して前記ガセットが展開して前記袖
が長くなり、前記着用者の腕が曲げられることに対応して前記ガセットが再び折り畳まれ
て前記袖が短くなる、ジャケット。
【請求項２】
　前記外被は、着用者の首のための開口部をさらに含み、前記ポケットは着用者の首のた
めの前記開口部に位置付けられる、請求項１に記載のジャケット。
【請求項３】
　前記カラーは、前記使用位置において前記開口部の上に延在し、前記着用者の首のため
の前記開口部全体の周りに広がらないようにされている、請求項２に記載のジャケット。
【請求項４】
　前記カラーは、前記収納位置において前記開口部の下に保持される、請求項２に記載の
ジャケット。
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【請求項５】
　前記カラーは、ポリエステルを含む、請求項１に記載のジャケット。
【請求項６】
　前記カラーは、前記使用位置において着用者の首を保護する、請求項１に記載のジャケ
ット。
【請求項７】
　前記袖の袖口は、着用者の手首に対して締まるように調整可能である、請求項１に記載
のジャケット。
【請求項８】
　第二の袖と、前記第二の袖に前記着用者の肘の内角において形成される第二のガセット
と、をさらに備え、
　前記着用者の腕がまっすぐに伸ばされることに対応して前記第二のガセットが展開して
前記第二の袖が長くなり、前記着用者の腕が曲げられることに対応して前記第二のガセッ
トが再び折り畳まれて前記第二の袖が短くなる、
請求項１に記載のジャケット。
【請求項９】
　前記ガセットは、１回折りである、請求項１に記載のジャケット。
【請求項１０】
　前部と背部を有する肩領域と、前記肩領域上に前記肩領域の前記前部と前記背部の両方
に配置された保持材の不連続部分と、を備える、請求項１に記載のジャケット。
【請求項１１】
　前部と背部を有する第二の肩領域と、前記第二の肩領域上に前記第二の肩領域の前記前
部と前記背部の両方に配置された保持材の不連続部分と、をさらに備える、請求項１０に
記載のジャケット。
【請求項１２】
　前記保持材は、シリコンを含む、請求項１０に記載のジャケット。
【請求項１３】
　前記保持材の不連続部分は、ストライプの形状である、請求項１０に記載のジャケット
。
【請求項１４】
　各肩領域は、前記保持材の不連続部分から形成された複数のストライプを有する、請求
項１０に記載のジャケット。
【請求項１５】
　前記保持材の不連続部分は、前記肩領域に限定される、請求項１０に記載のジャケット
。
【請求項１６】
　前記外被は、ある長さの下側縁辺を有し、
　内側コアラップであって、その一部が前記外被に取り外し可能に取り付けられる外周部
と、ある長さの下側縁辺と、を有し、前記内側コアラップの前記下側縁辺の前記長さは、
前記外被の前記下側縁辺の前記長さより短く、前記内側コアラップが前記着用者の胴体を
包み込む、内側コアラップを備える、請求項１に記載のジャケット。
【請求項１７】
　前記内側コアラップは、ポリエステルと、ポリウレタンおよびポリエチレングリコール
のブロック共重合体と、の混合物を含む、請求項１６に記載のジャケット。
【請求項１８】
　前記内側コアラップは、着用者の背中を覆う、請求項１６に記載のジャケット。
【請求項１９】
　前記内側コアラップと前記外被を取り外し可能に取り付けるためのファスナをさらに備
える、請求項１６に記載のジャケット。
【請求項２０】
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　前記内側コアラップは、前記着用者の両肩まで広がらないようにされている、請求項１
６に記載のジャケット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
[0001]
　本発明は、ジャケットを着用しながらスポーツに参加するのに有益な特徴部を有するジ
ャケットに関する。
【背景技術】
【０００２】
[0002]
　ゴルフ等の屋外スポーツに参加する競技者は、雨や強風といった悪天候時には、保護の
ためにジャケットを着用することが多い。しかしながら、このようなジャケットは着心地
が悪く、スポーツ参加中の着用者の動きを制限することが多い。たとえば、ゴルファーは
ボールをパットするときに若干前かがみになるため首に雨がかかり、首が濡れて、雨水が
背中に流れ落ちる。ジャケットにはフード付きのものも多く、かがんだときに首はフード
によって雨から保護されるが、フードは視界を遮るため、ゴルファーがボールを打つ際に
フードを着用することはあり得ない。また、ジャケットが濡れると肩領域がつるつるし、
ゴルフバッグ等、色々な物に取り付けられた肩紐が着用者の肩から滑り落ちやすくなる。
【０００３】
[0003]
　上記のようなジャケットでまた別の問題となるのは、ジャケットの袖または身頃に沿っ
て「重なり合いによるかさばり」が発生するジャケットの傾向である。余分な生地が重な
り合ってかさばると、見た目が悪く、たとえば着用者が物体を振ったり、投げたりする場
合の着用者の動きを制限する可能性がある。ゴルファーは、スイングやパッティングの際
に腕を伸ばすが、このとき、従来のジャケットでは袖口が前腕に沿って持ち上がり、手首
が風雨に曝されることになる。
【０００４】
[0004]
　本発明のジャケットは、上記の問題を克服する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
[0005]
　本発明による１つの実施形態において、ジャケットは、上側領域を有する外被と、外被
の上側領域に隣接して配置されたポケットと、ポケット内に配置された半剛性のカラーと
を有し、半剛性のカラーは、半剛性のカラーがポケットの中にある収納位置と半剛性のカ
ラーが部分的にポケットから取り出されている使用位置の間で移動可能であり、半剛性の
カラーは使用位置において着用者の首を保護する。
【０００６】
[0006]
　本発明の別の実施形態において、ジャケットは、前部と背部を有する肩領域と、肩領域
の上に、肩領域の前部と背部の両方に配置された保持材の不連続部分を含む。
【０００７】
[0007]
　本発明のまた別の実施形態において、ジャケットは、ある長さの下側縁辺を含む外被と
、外周部を含み、その外周部の一部が外被に取り外し可能に取り付けられる内側コアラッ
プと、ある長さの下側縁辺とを含み、内側コアラップの下側縁辺の長さは、外被の下側縁
辺の長さより短く、内側コアラップが着用者の胴体を包み込むようになっている。
【０００８】
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[0008]
　本発明の他の実施形態において、ジャケットは、袖と、着用者の肘の内角において、袖
を形成する生地が折り畳まれることによって袖の外表面上に形成されたガセットとを含み
、着用者の腕がまっすぐに伸びるとガセットは展開されて袖は長くなり、着用者の腕が曲
げられるとガセットは再び折り畳まれて袖は短くなる。
【０００９】
[0009]
　本発明のまた別の実施形態において、ジャケットは、上側領域とある長さの下側縁辺を
有する外被と、外被の上側領域に近接して配置されたポケットと、ポケットの中に配置さ
れた半剛性のカラーであって、半剛性のカラーがポケットの中にある収納位置と半剛性の
カラーが部分的にポケットから取り出されている使用位置の間で移動可能であり、また使
用位置において着用者の首を保護する半剛性のカラーと、前部と背部を有する肩領域と、
肩領域の上に、肩領域の前部と背部の両方に配置された保持材の不連続部分と、外周部を
含み、その外周部の一部が外被に取り外し可能に取り付けられる内側コアラップであって
、着用者の胴体を包み込み、ある長さの下側縁辺を有し、内側コアラップの下側縁辺の長
さが外被の下側縁辺の長さより短い内側コアラップと、袖と、着用者の肘の内角において
、袖を形成する生地が折り畳まれることによって袖の外表面上に形成されるガセットであ
って、着用者の腕がまっすぐに伸びるとガセットは展開されて袖は長くなり、着用者の腕
が曲げられるとガセットは再び折り畳まれて袖が短くなるガセットとを含む。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
[0010]
【図１】本発明による例示的なジャケットの前面図である。[0011]
【図２】図１の例示的なジャケットの背面図である。[0012]
【図３】図１の例示的なジャケットの、内側コアラップを取り外した状態の内部を示す図
である。[0013]
【図４】図１の例示的なジャケットの、内側コアラップを取り付けた状態の内部を示す図
である。[0014]
【図５】本発明による例示的な内側コアラップ例の、折り畳んだ状態の前面図である。[0
015]
【図６】図５の例示的な内側コアラップの、展開した状態の前面図である。[0016]
【図７】図１の例示的なジャケットの側面図である。[0017]
【図８】本発明による例示的な袖の、短くなった状態の側面図である。[0018]
【図９】図８の例示的な袖の、長くなった状態の側面図である。[0019]
【図１０】本発明による例示的なガセットの分解図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
[0020]
　本発明の例示的なジャケット１００を図１から図９に示す。ジャケット１００は、前側
１０４を含む外被１０２と、背側１０６と、右肩領域１１０を含む右袖１０８と、左肩領
域１１４を含む左袖１１２を有する。ジャケット１００は、悪天候時、たとえば雨、低温
または強風の日に着用者に着用されてもよく、着用者を天候から保護し、スポーツその他
の運動への参加中にジャケット１００を着用することによる影響をなるべく小さくするよ
うないくつかの特徴部を有する。好ましい実施形態において、外被１０２はポリエステル
で製作されていてもよく、たとえば、ポリエステルの外側フルレイヤと、ポリエステル外
側レイヤの内側に積層されたポリウレタンマイクロフィルムのフルレイヤと、ポリウレタ
ンマイクロフィルムの上に印刷された顔料のハーフレイヤとから構成され、ポリウレタン
マイクロフィルムがポリエステルの外側フルレイヤと印刷顔料のハーフレイヤとの間に挟
まれる構造の２．５レイヤソフトシェルポリエステルである。
【００１２】
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[0021]
　１つの実施形態において、図１、図２に示されるように、右肩領域１１０および／また
は左肩領域１１４には、保持材１１６の不連続部分がある。保持材１１６は、外被１０２
の前側１０４から外被１０２の背側１０６へ、片方または両方の肩領域１１０、１１４に
わたってもよい。保持材１１６の不連続部分は、１本または複数のストライプの形状であ
ってもよい。保持材料１１６は、外被１０２の上にシリコンをドット状に付着させたもの
であってもよい。保持材１１６の不連続部分は、バッグその他の物に取り付けられた肩紐
を捉え、肩紐がジャケット１００の肩領域１１０、１１４から滑り落ちるのを防止するの
に役立つ。図には分離されたストライプとして示されているが、保持材１１６は円形、四
角形その他のパターンの形状であってもよい。好ましい実施形態において、保持材はシリ
コンゴムで製作される。
【００１３】
[0022]
　図１から図４に示されるように、１つの実施形態おいて、ジャケット１００の外被１０
２は、着用者の首のための開口部のある上側領域１１８を有する。ポケット１２０が、外
被１０２の上側領域１１８に隣接して配置される。ポケット１２０は、着用者の首のため
の開口部に配置されてもよい。カラー１２２がポケット１２０の中に配置され、カラー１
２２がポケット内にある収納位置（図３参照）と、図４のようにカラー１２２が少なくと
も部分的にポケット１２０から取り出されている使用位置との間で移動可能である。カラ
ー１２２は半剛性で、使用位置において、ばたついたり、折れたりしないようにされてい
てもよい。カラー１２２は、着用者の首を保護するのに特に有益であるかもしれない。た
とえば、ゴルファーはしばしば、ゴルフボールを打つときに若干前かがみになるため、首
が露出し、雨が降っていれば、雨が首に当たり、雨水がゴルファーの背中に流れる。カラ
ー１２２は、このような状況で着用者の首を保護するものであり、雨はカラー１２２に当
たり、着用者の背中ではなく、ジャケット１００の背側１０６を伝って落ちるであろう。
同様に、カラー１２２はまた、着用者の首に当たる日差しを遮断して、日焼けを防止して
もよい。好ましい実施形態において、カラー１２２は、好ましくはポリエステル、たとえ
ば、ポリエステルの外側フルレイヤと、ポリエステル外側レイヤの内側に積層されたポリ
ウレタンマイクロフィルムのフルレイヤと、ポリウレタンマイクロフィルムの上に印刷さ
れた顔料のハーフレイヤとから構成され、ポリウレタンマイクロフィルムがポリエステル
の外側フルレイヤと印刷顔料のハーフレイヤとの間に挟まれるような２．５レイヤソフト
シェルポリエステル製作され、上側領域１１８に縫い付けられる。ポケット１２０は、カ
ラー１２２がポケット１２０の中に収納されたときに、ポケット１２０を閉じた状態に保
つために、閉鎖機構、たとえば、機械的ファスナやマジックテープ（登録商標）式ファス
ナを備えてもよい。
【００１４】
[0023]
　１つの実施形態において、図３から図６に示されるように、ジャケット１００は、外被
１０２の内面に取り外し可能に取り付けられた内側コアラップ１２４を有していてもよい
。内側コアラップ１２４は、主要部１２６と、主要部１２６の右側の右側フラップ１２８
と、主要部１２６の左側の左側フラップ１３０を有していてもよい。内側コアラップは、
外周部１３２を有し、これは、ジッパ等の機械的ファスナやマジックテープ式ファスナを
含むファスナ１５０により、何箇所かで外被１０２に取り外し可能に取り付けてもよい。
内側コアラップ１２４の主要部１２６は、外被１０２の背側の内面と整合させ、右側フラ
ップ１２８と左側フラップ１３０は、外被１０２のそれぞれ右側と左側の内面と整合させ
る。そのため、内側コアラップ１２４を外被１０２に取り付けると、主要部１２６は着用
者の背中を覆い、右側および左側フラップ１２８、１３０は着用者の胴体に巻かれ、胴体
を包み込む。
【００１５】
[0024]
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　内側コアラップ１２４はある長さの下側縁辺１３４を有していてもよく、外被１０２は
ある長さの下側縁辺１３６を有していてもよい。内側コアラップ１２４の下側縁辺１３４
の長さは、外被１０２の下側縁辺１３６の長さより短く、その結果、内側コアラップ１２
４は、ジャケット１００を着用した着用者の胴体を包み込む。これはまた、ジャケット１
００がウエスト部分で重なり合ってかさばること、または背中部分が膨らむことを防止し
、その結果、ジャケット１００の生地による、スポーツその他の運動に参加している着用
者への妨害が軽減される。好ましい実施形態において、内側コアラップ１２４は、好まし
くは、ポリエステルと、ポリウレタンおよびポリエチレングリコールのブロック共重合体
との混合物、たとえばLYCRA（登録商標）（Invistaの商標）としても知られるスパンデッ
クスなどで製作される。
【００１６】
[0025]
　１つの実施形態において、右袖１０８および／または左袖１１２は、着用者の肘の部分
にあたる袖の外表面上に形成されたガセット１３８を有していてもよい。図７から図１０
は、ジャケット１００の右袖１０８の例示的なガセット１３８を示している。この特徴部
について、右袖１０８に関して説明するが、同様のガセット１３８が左袖１１２にあって
もよい。
【００１７】
[0026]
　ガセット１３８は、着用者の肘の内角において、袖１０８の生地がそれ自体に対しアコ
ーディオン式に折り畳まれることによって形成され、したがって、図９に示されるように
、着用者の腕がまっすぐ伸びると、ガセット１３８は展開し、袖１０８は長くなる。図８
に示されるように、着用者の腕が曲がると、ガセット１３８は再び折り畳まれ、袖１０８
は短くなる。ガセット１３８は、１回折りでも、複数回折りでもよい。袖１０８の袖口１
４０は、ガセット１３８の伸長効果が最大限になるように、着用者の手首に対して袖１０
８を締めるように調整できる。
【００１８】
[0027]
　ガセット１３８により、たとえばパッティング時のように着用者の腕が曲げられたとき
に、肘部分で袖１０８、１１２が重なり合ってかさばるのが最小限ですむ。これは、野球
、ソフトボール、テニスまたはゴルフ等で物を打つとき、あるいはフットボール、野球ま
たはソフトボール等で物を投げるときに腕を振る多くの競技者にとって有益であるが、こ
れは、ジャケット１００の袖１０８、１１２の生地が肘の部分で重なり合ってかさばると
、着用者の腕を振る、または投げる動作に影響を与える可能性があるからである。
【００１９】
[0028]
　ジャケット１００は、着用者が頭および／または腕を動かす必要のあるスポーツその他
の活動にジャケットを着て参加する競技者が経験する問題を克服および／または最小限に
するように設計されている。
【００２０】
[0029]
　具体的な実施形態に関する上記の説明は、本発明の一般的な性質を十分に開示している
ため、他の人々は当業界の技術の範囲内の知識を適用することにより、必要以上の実験を
行うことなく、本発明の一般的アイディアから逸脱せずに、これらの具体的な実施形態を
各種の用途に合わせて容易に改変および／または変更することができる。したがって、こ
のような変更や改変は、本明細書に記した教示と指針に基づき、開示された実施形態の同
等物の意味と範囲内に含まれるものとする。本明細書の語句または用語は、説明を目的と
しており、限定するものではなく、本明細書の用語と語句は、熟練者により教示と指針を
参照して解釈されるものである。
【００２１】
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[0030]
　本発明の広さと範囲は、上記の例示的な実施形態によって限定されるのではなく、以下
の特許請求範囲およびそれに相当するものにしたがってのみ定義されるべきである。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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